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はじめに

「アメリカ的生活様式 J( Am er i c a n Way 0 f L i f e) (fC欠くととのできないもののー

っとして「教会 jがあるととは広〈知られている。わが国とは違ってアメリカは，建国以来非常

K宗教的色彩の強い国であ 9. また宗教も極めて盛んであるo それゆえ，アメりカ人は一般Kか

在D宗教的であるといわれる。

とζ ろで，そうしたアメリカにをいても，すでに早くから合衆国憲法及び各州の愈法あるいは

法律Kよ9.教会と国家との分離す左わち政教分離の原則が確立されてきている。 例えば.令衆

国憲法は修正第 1条(1791年確定)で. r連邦議会は.留教を定める ζ とKかんする法律.ある

いは自由な宗教活動を禁止する法律……を制定しではならない J(l)という いわゆる「国教樹立

禁止 J条項(N 0 Es t a b li s hm e n t C 1 a ¥，lS e )と「自由活動 j条項 CFr ee Exerci se 

Clause)を掲げてを 9. とれが教会と国家との分離を規定したものであると考えられてきた。

つま 9.連邦は，密教を樹立するととKよって一つの宗教と結びつくととも，また自民の自由

な宗教活動を禁止するとと Kよって宗教K関与するとともでき在いし宗教の側からは，連邦と

結びつく ζ とKよって優先的な保護をうけるととを期待する ζ とができないのである。

しかしながら， ζ うLた政教分離り原則の憲法規定Kもかかわらず.それK伴う宗教教育上の

諸問題が.各flHC会 lハて特K現実の具体的事柄K関してい〈っか生じてき先。宗旅学校K対する

公費援助の問題は，その主要な側面の 1つであった。 (2)

乙の問題托ついて.従来各州の憲法や法律VC. 一般~I/ 租税や教育基金は宗派学校K対する援

助の自的で使用されてはならない Hと規定し，政教分離の原射を明確抗していた。もちろん.と

れらの規定K対する法解釈問題と Lて訴訟Kもちとまれるクーヌも，初期K長いてか左 bみられ

たが，多〈の州裁判所は.乙れらの規定の合憲性を確認し.とれらの訴えをしりぞけたし訴え

る側も，敢えて修正第 1条のもとでは，連邦最高裁判所 (Federal Supreme Court. 

以下.連邦最高裁と略す )VC控訴する ζ とはできなかった。

ととるが.合衆国憲法修正第 14条の「……いかなる州といえども，正当な法の手続き Cdue

process .of low) VC よらないで.何人からも生命.自由または財産を奪つてはならな仏f~
という規定が 1868年K薙定されてからは事情が一変するo すなわち，とのいわゆる f適法手続 J

条項 CDue Process Clause) VC関する連邦最高裁の解釈が.合衆国憲法修正第 1条k

b ける宗教的事項の立法K関する州の行為 Cstate aetion)VCまで拡大適用させた ζ とK

よって (4)宗派学校援助の問題が，従来の州の憲法や法律の合憲性を問うという形で.次々と連
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邦最高賓の審理K委ねられる工う K在った。

1930年以経，直接連邦最高裁K係属する K至った宗派学校援助花関する諸事件は， とbわけ第

2次大戦後のヱヴプーソン事件〔後述)以粧のそれは.主K合衆国憲法修正第 1条及び修正第 14

条托工って要求される f政教分離の原則 Jの基本的規準を明確化するという方向で，注目すべき

連邦最高裁の判決を引き出すとと托在った。それと同時(1[.一方では. 乙の宗派学校援助問題を

めぐる論議があらゆるレベル托わたって活発K左!J.特(1[1970年代以降のそれはアメりカの教

脊上の大き在議論の的Kも在っているといってもよい。

本稿では，主K州の宗教教育政策の一環としてとられた宗派学校援助政策花関する訴訟事件を

とp上げ，それK対する連邦最高載の諸判例Kついて. 判決の根拠及びそり意義.影響等を記

述しながら，そと K長ける政教分離の基本的規準の明確化の過程を辿るとと K工って.宗派学校

K対する公費援助の問題がどのよう在形で結着づけられようとしているのかを明らか托するとと

とする。

1. r児童利益論 Jの展開tその適用

1930・年のコクラン事件(C 0 c h r a n v. L 0 u i s i a n a S t a' t e Bo a r d 0 f E d u c a --

t 'j <> n， 281 O.S. 370 ) (1[関する連邦最高裁の判決は，有名左「児童利益論 J(ehi ld he-

ii'efi't theory)托基づいて，宗派学校K対する間接援助を認めた最初の連邦最高裁判例と

(5) 
して画期的左ものであった。 とれは，ルイヅアナ州の学校の全児童K公費で無償の教科書を支

給するととを定めた同州法K より.州教育委員会が学校の種別を関わず教科書の無料配布を実施

したとと K対 rして.納税者である州市民が.宗派学校の児童K対する無償は程税K工る公金の私

的目的の7をめの使用であって.合衆国憲法修亙第 14条に違反ずるといラ訴えを扱っ走事件である。

連邦最高裁の最終判決では，同州法Kよる受益者は学校では左〈児童と州であるという，いわ

ゆる「児童利益論 J(6)を適用し.公立学校の児童K工って使用されるものと問ーの教科書を，宗

派学校忙通う児童K対しでも公費で支給するととは.修正第 14条托違反せず，したがって同州教

腎委員会のとった措置は合憲であるとした。 Lかし左がら，との事件は，私的B的のための租税

K関する訴訟であってj 教会と国家との関係を扱ったもので左<.それゆえ.修正第14条の違反

(7) 
が問題:ちされ修正第"1条のf留教樹立禁止j条項は争われ左かった。

宗派学校援助の問題が， r国教樹立禁止 j条項と関連して連邦最高裁Kをいて扱われるよう K

恋うあのは 1947年のエグァーソン事件 (Evetson v. B6a.r'd 0、fEd'uca t i on of 

t A'e: 'Fewnsh i p of Ewi ng， ヨ30o.S.l ) を侯たねばまら左かった。同事件は.ニュ

ージャージ州の法律K基づき，ユウィング・タウンシップ教育委員会が，公立学校K通う児童の

親と問機、K宗派学校K通う児童の親'(![対して，児童の通学輪送'(transpottatI'on)托必

嬰ま経費を償還(reimburs'erhent:) したのK対し，納税者の一人が，非公立学校(non-

{?ubl I' c s'choo 1 )の児童の刺益のための支出はe 租税K工る公金が私的目的K使用され修
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正第 14条の「適法手続 j条項K違反するものであ !J.また租税が教会の経営する学校を援助し維

持するためK使用され修正第 1条の「国教樹立禁止」条項托違反するという 2つの理由で，同行

(8) 
為の差止請求訴訟をなζ した。

州裁判所を経た同事件(1[対する連邦最高裁の最終判決は 5対 4という僅か l票差で州法を合

憲とした。まず，修正第 14条の「適法手続 j条項K関しては.州立法議会は一般民公共の自的K

かなうため(1[，非公立学校の児童K対する通学輪送の便宜をはかる ζ とができるという全員一

致の共通した見解がとられた。しかしながら.修正第 1条氏関しては意見がはっき bと分かれた。

多数意見を書いたブラック(B 1 a c k H.L.)判事は. r国教樹立禁止 j条項むもとでは.r.. 
…宗教を教授し実践するために， どんな形のものであっても p 何らかの宗教ょの活動もしくは

(9) 
組織するためK多少であれ税金が課されてはならない j と述べ， とうした原則氏基づいて夙彼

は.州法は憲法の承認する権限 (constitutional power)の範囲ぎDぎ1J(I[あるとと

を認めまがらも，同法律を，いかなる児童も彼らの信条(f a i th ) (1[よって，あるいは信条のな

いがために，その利益を受けるととが否定されるべきでないという. r公共稿社規定 JCpub-

lic welfare legislation)とみなすとと K よって，通学輸送のための費用を支総する

(l() 
措置は合憲であるとした。 とれK関しては次のよう K述べられている。

「同州は教区学校児対して支出するのでは左いし. ζれをまかなうものでもまい。 適用を受付

た法律は，宗教のいかんを関わず，親たちがその児童の通学を安全かつ便利在らしめるために，

。章
一般的左計画を提供しているにほかなら左い。 J

とうして，連邦最高裁は，再び「利益 Jは直接宗派学校K対してではなく児童自身K対ナるも

のであるという. r児童利益論 jを展開した。そして，さら(l[r修正第 1条は，教会と間家む問K

壁を築き上げて卦D. そり盛は高くしかも堅悶左ものとならなければならず，われわれは，たと

えわずかでもそれを侵すととはでき左い J悼と，政教卦離の原則を明確K打ち1出し左がら.ニュ

ージャージ州の場合はそうした政教分離の壁を侵していないとの判断を下した。

一方，反対意見を唱えた 4人の裁判官は. r政教分離の壁 J( a wall of separati on 

be.tween church and st ate )の原則を適用する際，児童への援助と教会学校への援助と

の区別は無効であるとした。 そして彼らは，通学輸送の費用は教育プロセスK長ける他の費自

( i tems )と同様K全体費用の一部分であり， しかるKぞれは事実上宗派学校K対する援助であ

ると考えd事反対意見の一人であるラトリッジ(.Rutledge. W~B.刑事は，宗派学校への通学
輸送供与が，単なる f公共福祉規定 Jであるならは:ニュージャージ州法K よる宗教教育へのよ

p強力左援助K対して反対する乙とは全くできなくなるとして，多数意見が打ち出した「公共福

(I~ 
祉概念 Jtpublic welfare concept) K激 Lぐ反叡しているoι

ζ のよう(1[，多数意見K沿いては，先のコクラン判決で採用されたf児童利益論 Jを継承し.

新た(l[r公共福祉概念 J(I[基づ〈憲法解釈を試みたのK対し，少数意見では.真向うからそれを

否定し.それは，宗派学校への援助の拡大を招き，州〔国家)の宗教への介入をひき起とすもの
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であるとして，むしろ「宗教的概念 JC reli gi ous concept )陀基づ〈解釈を企てている。そ

れゆえ，との事件の判決K沿いては，政教分離の原員IJぞれ自体というより，実際Kはその原則の

適用K関して意見が対立したといえるO

(1$ 
ともあれ. との判決K工って，他の 21州で実施されていた同様左政策は支持される ζ とK左9，

ゴをた判決の根拠と在ったf児童利益論 jは，第 2次大戦後，教育を通ずる福祉増進の邑的のため，

(1~ 連邦議会の立法活動VL:;1;-，.いてしばしば援用され，次第托広範K適用される K至った。との点V亡を

いて，同判決は重要在意義をもつものであったといわれるo

しかし左がら， エグプーソン事件での連邦最高裁の判決は.問題をそのまま Kとどめてなか左

かった。通学輪送の経費償還促関する問題は，以後それぞれの州レベルで解決されるとと陀在っ

た。納地方教育委員会K宗派学校の児童への公費Kよる無償の通学輸送措置を要請する州もあれ

ば， 自由意志K任せる州.あるいは反苅Kそれを禁止する州もあった。とうした事実は，単にそ

れぞれの州法が多憾であると h うととばかりで左ぐ.政教卦離K関する州法の内容K対する裁判

所の解釈が必干しも一致してい在かったからである。国み VC， 1960年から 1969年比かけての同

種の事件は 9州K及び.そ1のうちアラスカ.デラウェア，ハワイ，オクラホ 7 ， ウィスコンシン

の 5州は，違憲の判決を下し，一方.コネチカッ人 ミシガン.オハイオ，ペンシルパニアの 4

=-J..，~..-\"..v. -:r ~ -1:.. (1~ 州では，政教分離の壁は侵されてい在いとして合憲の明U71立が左されてきた。 左卦.連邦最高裁は.

とのエグァーソン事件以後 21年間 直接的Kは宗派学校援助の問題を扱うととは在かった。

ととるで.それまでの「児童利益論 Jが最も大き左勢い(impetus) をもつよう K在ったの

は.非公立学校K通う児童K対して.教育委員会が非宗派的教科書を貸与するととを定めたニュ

ーヨーク州法の合憲牲を審理したアレン事件 CA llen v. Board of Education. 392 U s. 
236 )である。 1968年の連邦最高裁の判決は，訴訟理由 Cmotions )のみKついて論議した結

果，教科蓄が宗教的教義の道具として使用されているととを示す証拠は何ら存在し左いとして.

6対 3の合憲判決を下した069

ニューヨ:→ク州法は，私立学校の児童K対する教科書は教育委員会K よって認可される (ap-

proved' by)べきであるとと，また州のいかなる教育委員会古特別在教科書の使用を認可す

る際，それを非公立学校での使用K応え左がら州lのいか在る児童児も利用できるよう Kし左けれ

ば在らまいと規定している。連邦最高裁の多数意見は，その合憲の理出として.先のニューヅャ

ージ州の通学輪送K関する判決K用凶られた f児童利益論 jを継承した。多数意見の4一人ホワイ

ト判事 tJ ustice Whi te )は， r ...ーかくして，いか左る公金も教科書も.宗派学校K供給さ

れでは左らないo 財政上の利益は.親や児重であるのであって学校K対じてでは在ぃ伊と述べ

合憲と判断する根拠として f児童利益論 Jを援用した。また.同判決では， r宗教学技(re'l j ← 

gi QU  S schoo Is )は， 2つの目的，す在わち宗教教授と世俗教育とを追求するものである i2
J)

という司法上の見解をも示した。

しかLまがら，アレン事件では十分吟味され左かった事項があった。とれは，エグァ -:Jン事
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件の判決で多数意見を零いたブラック(B lack H.L. )判事が指摘していたととるのものであるO

す左わち， アレン事件での多数意見論者たちは.寄妙Vても「向ーの教科主宰 jとf教育委員会K

よって認可された教科零 jとの区別を全〈無視しているというととである。 (22 すでK述べたよ

う托. コクラン判決では あらゆる児童に対する「向ーの教科寄 jの無料配布が問題とされ.そ

れはf児童利益論 JVLよって支持された。一方. ニューヨーク州法托なける「教育委員会によっ

て認可された教科警 J規定の中氏は，宗派学校児対して宗教的教科主撃を貸与する可能性.雷同換

える左らは，教科書が宗教的教義の道具として穫用される危険性を多分K含んでいた。アレン判

決では，とのととが十分K検討され在いまま 「児童利益論 jを全面的K推し進めたきらいがあ

った。そのため，向判決では，宗教的教科書は供与されては在ら在いと強務していたK もかかわ

らず，教育委員会Kよって認可され，ニューヨーク州の宗献学校の児童K貸与された教科書の多

〈は.公立学校では受け入れられない宗派的教科撃であるという多くの証拠が今日までK存在し

ているoG3したがって.とうした樫味在点K疑問を深〈残したという意味Kないて.アレン判決

での「児童利益論 Jは，その後の連邦最高裁民会付る積極的左適用.継承を可能Kずるものでは

左かったと考えられる。もちろん，との判決は単K訴訟理由 (motions)VL関するものであって.

ニューヨーク州の 定 め る 教 科 書 貸 与 法 (text b 0 0 k loan la w )の履行をめぐる最終的在

判決では左かったか，逆VL. ζ れK よって連邦最高裁'VL卦けるイ修正第 1条の政教分離原則jの縄問

たる指示が推し進められる方向へと導かれていったといえるかもしれ在い。

以上述べたよう VL. 1930年代から大き〈クローズアップざれた宗派学校への公費援助の問題

は，連邦最高裁の「克重利益論 JVL立脚した判決托よ.!J.公費K よる無慢の教科書配布あるいは

通学輪送費の償還という形での間接援助は認められてきた。しかも.判決は.次第K合衆関憲法

修正箆 14条あるいは修正第 l条K含まれる政教分離の原則の解釈K最大の注意が払われるよう托

なった。と同時VL. 特Kエグァーソン判決での少数意見K もみられたよう VL. 依然、として連邦最

高裁の合憲性審理の中Kは，宗派学校への公費援助は政教分離の壁を侵すものであるという根強

い反対の声が存在して台り との ζ とは，連邦最高裁が，一方では政教分離原則の明確左提示を

しながらも，次第K従来とは異なる宗派学校援助氏対する新しい見解を採用するととを十分予想

させるものでもあった。言葉をかえる左らば. r公共福祉概念 Jあるいは f児童別益論 Jといっ

たζ れまでの宗派学校援助の合憲性の苛法審査基準が，政教分離原則の厳正左適用の中で制限さ

れていくのでは左いかという危慎を与えたといえる。

E レモン判決とその意義

宗派学校への公費援助の問題は 1970年代K入って大きな伝機を迎えた。す左わち 1971 

年のレモン事件(後述 )VLをける連邦最高裁の歴史的左判決K よって， ζ の問題は，新-しい段階

K達したのである。

レモン判決が下される前年の 1970年のウォルツ事件(Wa 1 z v. Ta x C omm i s s i 0 n . 
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397 U.S.664 )VC;}，"いて 連邦最高裁は，修正第 1条の f国教樹立禁止 J条項の違反を要求さ

れた法律の合憲性を審査する際の新しい考査基準(t e s t )を掲げた。とれKついては，次の工

うK述べられている。

「われわれは.最終的結果す左わち効果(effect)というものは政治の宗教への過度左絡み

合い (an excessive government entanglement with religionlであ

ってはならないととを確信しなければなら在い。……問題は. とうした絡み合いが過震であるか

どうか， また政府によるしかも継続的在監督 (official and continuing survei-

llance)を要求し許容でき左い程度の連続的左ものであるかどうかであるo J (24) 

ζ の「政治の宗教への過度在絡み合い Jとは，いうまでも左<.国家と教会との間托卦ける過

度でしかも永続的左絡み合いを意味し.とうした絡み合いを生み出すような憲法や法律は， r国

教樹立禁止 j条項K違反するとの見解を示している。とれば，次K述べるレモン事件をはじめ，

その後の一連の連邦判例の中托継承されてい〈 ζ とK在った。

さて， レモン事件 (Lemon v. Ku r zma n. 403 US. 602 )托ないては，連邦最高裁は.

2つの州法，すなわち 1968年のペンシノレパニア州の非公立初等・中等教育法 (Nonpub.-

Jic Elementary and Secondary Education Actlと 1969年のロード・

アイランド州の給与補足法(S a 1 a r y S up pl em e n t A c t )の両方の合憲性を審査しなけ

(均・一 'ーれば在ら在かった。 へンゾノレハーア州の法律では，公教育の監督者の指揮の下で，非公立学

校VC;}，">ける世俗的教育サーピスの購入 (purchase of secular educational 

services)のためVC. 公費が償還される ζ とを規定していた。 ζ の場合， r世俗的教育サー

どス」とは，数学，近代外国語. 自然科学及び体育托:};、ける課程から成 9. またその償還の対象

は.非公立学校のt技能的教育サービス課程の教授K関する，教員給与，教科書.教材等の実際的

費用K限られていた。一方， ロード・アイランド州の法律は非公立初等学校の世能的教科K謀

って選任された教師K対して， 15 %の給与加俸を規定してなtJ.その教授資格をもった教師の

すべては， カトリックの宗派学校で.公立学佼にないて教授される教科のみを担当し公立学校

で使用される教材だけを用いるというものであった。

同州法の合憲性への審査が連邦最高裁に委ねられる前VC，それぞれの地区の連邦地方裁判所

(以下.連邦地裁と略す)(ICよって判決が下されたoCZ@ まず，ペンシノレパニア州の連邦地裁は，

同州法の自的及び基本的効果 (primary effect)は世俗的であ 9.また宗派学校のもつ利

益は修正第 i条を侵すものでは左いとして，その合憲の判決を下した。一方， ロード・アイラン

ド州連邦地裁は，向州法の実施は修正第 1条が避けようとしている.政治と宗教との相互的混乱

( rec i proca 1 embroi lmen t s)を含むものであ b違憲とした。そζ では，同法の効果

(effect)は.本質的民は「国教樹立禁止 J条項K反して宗教的活動 (religious en-

terprise)を援助する ζ とであると指摘されていた。

上記の 2つの訴訟事件は，連邦最高裁K上告され.一緒K審理されて 1971年 6月 28B VC 
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その最終判決が下されるとと K在った。そとでは，修正第 l条の「密教樹立禁止 j条項の規定と

擁護(ma i n t en a n c e )及びそれの修正第 14条を通しての州への適用花関する解釈に最大の

注意が向けられた。それらは をよそ次のよう K要約τぎれる。

第 1VL， f国教樹立禁止 j条項は.州〔国家)の宗教を「樹立 jずる法樟を禁止するばかりで

左ぐ.その樹立VLr関係する J(τespecting) 法律をも禁止するものであるという見解を
(2η 

示した。そとでは，連邦最高裁は，修正第 1条K盛り込まれている f関評、する jという語を強調

し，適用を受けた法律は州む宗教を樹立するものでは在いが， しかし在がらその樹立を導〈一段

措であるという意味虻金いて.そり告的VLf関係する jものであ 9，それゆえ修正第 l条托違反

するものであるとした。

第 2は， ウオ iレツ事件の判決で指摘された 3づの主要在悪(e v i 1 S )，ず在わち主権を帯し

え宗教的活動の後援(sponsorshi p)，財政援助 (financial support)，積極的な

か か p合 v五(ac t i v.e i nv 01 v eme n f )ーといったいかなるレベルからも f盟教樹立禁止j

条項は保護されるべきととを繰p返し強調したあと 連邦最高設は. ζ の種、の問題K関する、以前

ロE9の諸事件から次の 3つの考査基準(tests)を挙げた。

U)i法律は.世浴的在立法目的をもたなければならない。

(2法律の主要なあるいは基本的な効果 (effect)は.宗教を助長さぜた p禁止したりするもり

であっては左らない。

(3法律は.政治の宗教への過度在絡み合い (entanglement)を促進してはなら在い。

以上のうち， (1)と(2)瓜 1968年のア νン事件の判決の中で適用されたものであ !J， (坊位。

1970年のウオルツ事件から派生したものである。連邦最高裁は.ペンシルパニア， ロード・ア

イランドの両州の関係する法律の立法呂的は世俗的であるとしたが，いずれの場合も，その基本

的効果(effect) は宗教を助長し教会と富家とり絡み合い (entanglement)を促進す

るものであるとの判断を下した。そしで.特K絡み合いK関しては，意見を通しでかまり支配的

なもの托在っていた。

第 3VL，宗教的中立性K関連して.教科書と教師との開花は，はっき bとした相違があるとし

た。(均す左わち.教科書の内容は確かめるととができる(ascertainable)が，教師の教

科K関する運用は確かめられないとするo それゆえ，宗派学校K長ける世俗的教科の教員給与を

供給するととはできないとの見解を示した。

第 4VL， ζ れは向判決VLj;-.，ける意見の本質的なものであると考えられているが，教師が厳正在

る反イデオロギ一的役割を演ずるととを保障するためVL，州托よってあらかじめ講じられる策

tprecautions)は.それ自体憲法が禁止する一種の絡み合い(e n t a n g 1 em e n t ) VLな

るζ とを指摘しているJmlすなわち， r総合的，区別した永続的左州の監督(s u r v e i 1 1 a n-

ce) Jは，州援助を純粋K世俗的機能K制限するためK要議されるが，それ托よる会計検査

(auditing)や学校記録 (school records)，職員の検査左どの予防的接触(pro-

-33-



phylactic contacts)は.教会と国家との過度でしかも永続的左絡み合いをひき起とす

であろうという結論K達した。

第 5VL.連邦最高裁は，絡み合い Centanglementlのもう一つの根拠 Cbase)として，

それを拡大した州に工る宗派学校援助計画の「政治の分断的潜在性 JCdivIsive polit-

ical potential) を含め， とれVLよって，政治的介断性を司法審査基準 Cconstit-

utional criterion)のレベノレKまで上げた。(31)とれ児関しては 一つは宗教が政治的

舞台K介入する，あるいは逆K政治権力が宗教的信念の合法的で自由左活動K介在した多ぐの国

の歴史K言及して:;1:，-'9. もう一つは州の財政支出 Cappr0priations}VLよって利益を受け

る比較的少数の宗派集団K触れている。要する(1[， 間判決では，教会と関係した学校K対する州

援助の，合衆国(1[:;1:，-'ける政治選挙や立法府への介入 Ci n je c t i on ). VL反対しているのであるo

最後(1[， 判決は，当初は政治的絡み合いを伴わ左い援助計画も，直ちKその支配を受けるよう

K在るととを予示し左がら.州援助計躍はf自己永続. 13己拡張の性質 J(s，el f-perpetu-

ating and self-ex~andi 時 propensities)をもつものであると指摘した戸

かぐして. レモン事件Kをいて連邦最高裁は，教員給与.教科書.教材等托関する宗派学校へ

の州の直接的援助は，禁止された「宙教の樹立花関する j法律K反し，修正第 1条の「国教樹立

禁止 J条項K違反するものであるという違憲判決を下した。同判決では，ペンシノレパニプ州の場

合は 8対 O. ロード・アイランドの場合は 8対 1という票斧がはっきり物語っているように連

邦最高裁の政教分離原則托対する毅然たる姿勢があらわれているo 修正第 1条で禁止した[国教

の樹立K関する法律j.or関する jという字句を強調し，向時K 各国の歴史の教訓を認識し左

がら， r政治の宗教への過度在絡み合いを助長しではなら在い jという州法の合憲性を決定する

ための新しい基準を適用した点VL:;I:，-.いて，大いK注呂される判決であるといってよい。

νモ Y 事件は，宗派学校K対する公費援助を認めたそれまでの連邦最高裁の判決とは異左 9.

圧倒的多数で違憲の判決を下した点Kをいても画期的左ものであったが，それ以上VC. 同事件

がその後の連邦下級裁判所を含めた一連の判決K極めて重大左影響を及ぼしたという点K長いて

重要在意味をもつものであった。 ζれは.ζζK至って，宗派学校の公費援助問題K対して，連

邦最高裁が一定のしかも決定的左判断を示すとと K在った占いってもよいであろうo

盟. r閉ざされた j宗派学校援助

ずで(1[， 1 968年のプラスト事件(F 1 a s t v. C 0 h e n. 392 U. S. 8.3 )VC金いて，連邦最高

裁は，初めて，個々の納税者K対し，修正第 1条K違反すると思われる巴諸問題VC:;l:，-，.同て連邦裁判

所K告訴する地位 Cstandi昭)を有するとの判決を下したP}ζれKよって，連邦裁判所は.

先のレモン事件後も，宗派学校の公費接助氏関する法律や諸計画の審理を次々と受け，その判決

を下すとと K在った。

まず， レモン事件の出たわずか 28設VC，連邦最高裁は， コネチカット州の「世俗的教育サー
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ピス購入 JVC関する宗派学校援助法ば修正第 1条の「国教樹立禁止 j条項を侵害するものである

として，憲法違反の判決を下した同州連邦地裁の判決(J oh n s on. e t a 1. v. Sa n d e r s. 

e t a 1.. 1910)を是認している094j

また 1972年 1月 11 8 VCは. ニューヨーク州連邦地裁ーも，同様VC1971年の世俗的教育サ

(3.5) 
ーピス托関する同州の法棒を違憲とした。(C ornm i t t e e f 0 r p u h 1 i c E d u c a t i 0 n 

a n d Re 1 i g i 0 u s L i b e r t Y. e t a 1. v. L e V i t t. e t a 1. ) 

同年 3月 68 vては.パーモント州連邦地裁は 1971年の宗派学校援助氏関する州法の違憲判

決を下している。同法は，地方教育委員会が宗派学校K対して.教員 教科書及び他の諸ザーピ

スを貸与するととを認めると同時VC. 州から 50需の償還を受けるととを規定して同た。判決の

中では. レモン事件で展開されたf政治の宗教へC過度な絡み合い J(tL触れ.次のよう K述べて

いる。

f……パーモントfli法の下では，州は直接(教会)学校む物質的設備だけでな<.その運用や

管理 (operation and controlJVC自を出すであろうo それだけで向法民政治の宗教

への過度左絡み合い (ent ang lemen't )を確実Kひき起ζ す。……教会学校む教関K対する州

のコントローノレを通して.政府によるコントロールは，現存の宗教的コントローノレと絡み合う

(be entangJed)であろう。また. 日々の教育管理(i n s t r u c t i 0 n a 1 a dm i n i .，... 

stration)は.必然、的VC. 学校管理と学区の公立学校管理との間K卦ける協同 (coope-

ration)を閉ざす結果をもたらすであるう…伊 j

すなわち，同州法K基づく宗派学校援助は.教会権力と世裕権力との相互作用 (interac-

tion)を生じさせ， との相互作用 ζ そが.政治の宗教への過度な絡み合いを招くもりであると

した。さらV:C. 判決では. f同法律の運用Kをいては 賛霊法K違反して国教を樹立する可能性が

白刀
存在する J と述べ，法律は，政治プロセヌの中K宗教が巻き込まれる可能性.あるいは宗教

上の主義(r e 1 i g i ou s 1 i n e s ) VCよって著しい市民間の乳榛 (frictionlや政治的分

断 (political subdivision)を生じさせるも可能性を含むものであると指摘したあと.

教会学校べの髄用を自的ε左した州のいかなる援助をも認められないとの見解を示した。

バナモン人ト州での判決K続いて 4月 17自には， オハイオ州の連邦地裁も，同種事件K関す

る違憲判決を下した。ワオル 7 ン事件 (Wo1 ma n . e t a 1. v'， E s s 'e x. e t a 1. )と呼ばれる

ζ の訴訟事件は 1971年のオハイオ州の法律の中で;教区学校及び私立学校での費用を親忙償

還するという形を通して.州がその非公立学校K対 Lて公費援助を与えようとしたととをめぐっ

(3~ 
て，ぞれが憲法違反K在るかならないかを争った事件であるo 連邦地裁は，まず同州内の宗派

学校はかな D宗教的自的と宗派的性格を有している ζ と，またそれゆえ(1(:. そうした学校K対す

る州の援助は修正第 1条のτい《つかの本質的な問題を提起するとの判断を示した後.州法の定め

る償還規定K触れ，償還(r e i m b u r s em e n t )は.非公立学校へ通う児童の親たちK対しての

みなされてな.!J. ζ うした法規氏よる限られた社会集団 (c1 a s s )という性格及びー宗教的集団
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(39 
がその社会集団K支配的であるという事実は，法律の合憲性K疑わしいものであるとした円 吃

して.同法Kよる受益者は 圧倒的K宗派集団K相当するものであるという結論を導いた。

また.先のレモン事件VC;t-，.けるペンシノレパニプ州， ロード・アイランド州の場合と違うて，オ

ハイオ1{iの場合は諸制約(4αtτestrictions)を含んで卦らず， ζれ陀関しては，同判決で

は r C公費 1使用民会ける ζ うした諸制約が左いζ とは，必然的K公費が宗派的.非世俗的目

的のために使用されるという可能性を大いK増大させる傾向をもっ托ちがい在い。全般的左目的

仏政
をもった法律がr国教樹立禁止』条項の審査で合憲と在ったものは.未だかつて一度も左い j

と述べている。

とζ ろで， ワオルマン判決K金いて最も注目すべき見解の一つは，直接禁止されている援助は

間接的であってもいけ左いという一定の原則を示したととである。ω 同法民レモン事件でみ

られるよう左.誼接宗派学校あるいは教師K対する援助を規定しているのでは在<.親への補助金

Cparental grantslを媒介として金 9.ζの限りでは.会費は宗派学校VC間接的K在さ

れている。L-かι在がら，同判決は，むしろとうした形態 Cf 0 rm)'だけで憲法解釈をすべきで

ないととを明示し， したがって公費が間接的K宗派学枝氏支出されでいるというととは.憲法上

何ら意味をもたず.そとでは. r計画の究穂的Kもたらす潜在的効果 Cpotential ulti-

(43) 
ma t e 'e f f e c t )は.宗教的活動を援助するととである J と指摘し強調した。

ウホノレマン判決では. r政治の宗教への過度左絡み合い JVC隠する見解をも出している。す在

わち.オハイオ州法下陀長ける直接的左補助金 Cdirect money grantslの支出は，地

方教育委員会から州議会K至るあらゆる政治レベルvc;t-.いて.宗教的主義への政治的かかり合い

(political involvement) を増大する根源 Cseeds)陀在るものであるとした。そ

して.とれとそが.修正第 1条K工って保護されをければ在ら在い根本的在悪であり. iもし

との法律を合憲とする左らは それは.宗教的問題をまさしぐ州政治(策)の中枢K据え置〈と

とKなるであろう i441
と指摘している。

同連邦地裁は.以上をまとめ最後K修正第 1条の原則氏ついて述べそれは「国家 Cthe

State)が， 教会と関係したいか在る機関K対しでも，藍接援助し保護するためのいか在る公

(451 
金 (fu's'ds)をも供給しては在ら在いととj であ久 ζ の場合公金の量とか援助の度合いと

かは問題と Lないととをつけ加えているo かぐして.オハ年オ111法 Kよる宗祇学校援助の措豊は.

鯵疋第久 1条の「国教樹立禁止 j条項托違反するものであるという違態判決を満場{致で採択した

(461 
のであるo (走事へ との判決はが後K連邦最高裁Kよって是認された。)

次VC. よ二ューヨーク ~m 托長ける 1970年の法律 Mandated Services Actをめぐる

(4iう
訴訟事件 (PEARE':"et a 1. v. Ro ck f e 11 e r. e t a 1.)を取り上げてみよう。向法律は.

J4母
非会立学校托対しで，その管理・試験の格付けと報告.入学及び健康記録の保管，戦員の情報氏

関する記録.ぞれK法律Kよって要請されている他の報告左どの規定K伴う費用を，公費で賄会

うとするものであった。とれば，試験あるいは査察 Cinspection)以外の宗派学校児対する
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公費援助を禁止しているニューヨーク州憲法 CBlaine修正と呼ばれている)の規定K基づく法

律であうたが 1972 年 4 月 27 自の同州連邦地裁は，法律は先の νモン事件~:þ:、いて違憲とさ

れたペンシノレパニア州法K極めて類似したものであるとして.最終的~tl違鐙の判決を下した。

とれKついては.次のよう K述べられている。

[ディレンマは……解決できるものでは在い。監督や統制のシステムは，過度左絡み合い

(entanglement)をもたらすものであろうし またそうしたシステムが左かったまらは.

(宗派)学校は.宗教的自的のためK公費を自由K使用するであろうし法待はいずれかの理由

托よって失墜する (fall)o いずれの道が選ばれようとも憲法違反比なる伊j

と乙ろで 1970年以降の宗派学校援助氏対する連邦載判所の態度を最も如実K示す判例とし

て 1971年 9月 28日のプラスカ事件 CBr u s c. a. e t a 1. v. S t a t e 0 f Mi s S Q'lH i) 

がある。ミズリー州連邦地裁が扱った事件は.州の宗派学校援助の不履行K対して，宗派学校K

通う児童の親の一部が訴えを起ζ したものである。彼らは，その不履行は，彼らの宗教を自由K

行使する権初を奪iベ合衆歯憲法の定める F平等なる保護 JCequal protection>及び

「適正な手続 JCdue proces:s)の規定を否定し.教育K関する州法の利益をすべての市民

K拡大してい左いと主張した。関連邦地裁は. r 1騒正第 1条札州が宗教学伎の親をして彼らの

児童K対L..宗教的教育 CreligiousJy oriented education)を施すための援助

を要求してい左い J5O>と述べ. との訴えを却下する判決を下した。事件は，連邦最高裁民もち込

まれたが }972年 4月 17自の間判決は， ミズリー州連邦地裁の判決を是認した。とれば，ぞ

れまでの事件が，州法氏よる宗派学校援助計画の合憲性を争っていたの托対し修正第 14条の

規定から州Kよる宗派学校援助の不履行の違反を争った訴訟であった点で注目される。

以上の工う K， Vモン事件以後プラスカ事件K至る一連の連邦最高裁及び連邦地裁の判決民主

って，宗派学校への公費援助問題K対する連邦司法府の一貫 Lた確固たる態震をうかがうととが

できる。それは.修正第 1条あるいは修正第 14条K含まれる政教分離のよ!J厳正なる適用Kよ

って，宗採学校K対する公費援助はなされるべきでないというz結論を導いたのである。そζ では.

多〈の場合， レモン判決K長いて適用された[政治の宗教への過度な絡み合い jが継承され採用

されて，その結果，特~ 1960年代の後半から各州VC，.j;，-"いてその立法が試みられた宗派学校援助

陀関する法律は，次々 K違憲とされた。もっとも. レモン事件以前の宗派学校援助花関する州法

の合憲判決K卦ける強力な反対意見を考えるならば. 19.70年代以降の連邦司法府の態度は.必

ずしも VモY事件を境として突如としてあらわれたわけではない。今日の宗派学使援助托対する

連邦司法府の態度は，少な〈とも.ずで托第2次大戦後のエグァ-:/ン事件K始まっていたとい

えよう。

と ζ ろで vモン判決からもうかがえるよう~，宗派学校児対する公費捜助は.完全在意味托

沿いて，すべて禁止されたわけではない。エグァ-:/ン事件w:.:;t，.，.ける通学輪送費.アレン事件の

教科書貸与あるいはその他の補助的サーピスといった，いわば周辺的費助 Cperipheral
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a i ds )は今日 K至るまで容認されてきた。とはいえ ドアー CEdd Doerτ)の言葉を借りる

をらば，エヴァーソン事件陀始まりレモン事件をその頂点とした一連の連邦判例をみる限 !JV[会

(51) 
いては.少をぐとも「もはや，宗派学校提助は死んだも同然、だ j というととができるかも知れ

在 ν'0

おわりに

アメりカの教育児長ける裁判所十の役割は，初期の F完全自由放任主義 JCstrict judi-

cal laissez faire)の段階から.教育の州統制段階を経て， ;1:.-"よそ今世紀中葉以降の

形成段階，さらKは裁判所の監督下ttCi."ける教育段階.そして 1970年代K入って「完全在建設 j

C s t r' i c f C o'n s， t r u c t i' 0 n )段階へと決第K変わってきたというfg'実際特K第 2次大

戦後の連邦裁判所托係属した教育事件の急増はめざまして. とれ!ILよって，教育児対して連邦が

及ぼす司法的影響が著しぐ増大している。

ζ うした状況を背景としで 直接的であれ間接的であれ.宗教教育K関する問題のうち，宗派

学捜虻対する公費楼助K慢する諸事件が合衆国司法府の最高機関である連邦最高裁庇係属し特

K修正第 1条及び修正第 14条托含まれる政教升離の原則規定の解釈を根拠として今日 K至るま

で下された判決K工って，宗派学校援助の問題は.一定の方向性をもちつつ次第托解決の道を辿

つできた。

1930年のコクラン事件花王って立論された酒期的左下児童利益論 Jは.第 2次大戦後のエグ

ァーソン事件あるいはア νシ事件K卦いても継承されその最大のピークを迎えた。 ζれKよって，

宗派学校援助托対する各州の宗教教育政策も，それぞれの州憲法の規定との関連の中で活発K推

L進められまうとしてい党。

ととろが，いやそれだけ!IL， 1 97 1年のレ毛ン事件Kなける連邦最高裁の下した判決は，そう

Lた各州の宗派学校援助政策托非常左打撃を与える結果とまった。アメリカ国畏の大部分がキリ

ヌ:ト教徒である左いう事情を最大の要因として，それまでの判決が概してキリスト教会K好意的

であり，宗派学校K対する公費援助も一応認められてきたが (53)ァνン判決及ぴそれ以後の一連

の判例Kよりてその立場は完全K逆転した。しか Lながら， ζ れは.宗教教育児関する他の判例

と同様に宗教を私事とする政教分離の原則K立ったものであって宗教K対するi敬意を表わすも

(54) 
のではない。 また.教会と関保 Lた宗派学伎の役割を燕視しているわけでもない。

連邦最高毅陪，その一連の半Ij例の中では、一貫して政教分離白原則を固守し.判決民主つで次

第Kその明確在基本的規準を示L..， エP厳正在適用を企ててきた。それは， νモン事件以来「政

治の宗教(=国家の教会)への過度在絡み合い(e n t a n g 1 eme n t ) Jという法律の合憲性を

決定する根拠を確立させたとと Kはっき Pと示されてW る。とと陀お追いで.連邦最高裁が自ら立

論した「児童利益論 jが否定されたのでも左ぐ改蕗されたととを意味するもむでも左加。実i段

νモン判決あるいはその後の連邦地裁の判決の中托も依然として生きているo したがって，むL

-38-



ろ政教介離原員Ijの厳正在る解釈や適用の上氏沿いて「児童利益論 jを展開するととは.かえって

政教分離原則をその根本から崩す結果を招〈恐れがあるという司法府む判断K基づ〈ものである

と考えられるO

連邦最高護官民よって明確K指示されてきた政教分離の基本的原期は 必ずしも国家と教会との

完全在介離を求めるものでは左い。両者の完全分離は 絶対的意味Kないて可能では在<. した

がって両者間のあらゆる型の関鋲を禁ずるものではない。とはいえ.宗教学校児対する公費援助

氏ついては， レモン事件以来，少左〈ともその適用を受けた法樟はすべて違憲とされた。そして.

問事件以来，政教分離は麗止されるべきでは在<.それゆえ宗派学校K対しては公費援助が在さ

れるべきで在いとする判決は，今や多ぐむ1村氏おいて支配的であ担しかも固まりつつある。そと

では，すでvcr先輩利益論 jは，通学輪送在どのいわば周辺的サービスK適用されるKとどま 9，

一方では.特K最近の宗派学校の財政的状況の危機あるいは就学者数の激棋といった事情K対す

る州り穣磁的在宗教教育政策は.連邦司法府の一連の判決K よってその鯵正，変更を余犠なくさ

れてきた。

では.一体宗派学校K対する公費援助む道は.下児童利益サービス j以外は完全托閉ざされた

のであろうか。最近.連邦司法府の一連の判決ととも VC. 宗旅学校援助問題をめぐるさまざま

在議論が」段と活発にまっている。すでに，一部の宗派学校捷助の擁護者は，何らかの形での公

費援助を認める合衆国憲法の改正を要求ずる提案をしている0631また 未だ連邦最高載での審理

や判決を受けてい在い宗派学校援助計画(例えば. V 0 U c he t p 1 a n. t a x c r e d i t s . 

tax deductions for tuition 在日花関する論議あるいはそうした諸計画を盛

(56， シム

D込んだ新しい州法も立法化されてきている白 さらVC. 連邦正法府托沿いても.f笹近の連邦最

高裁の判例K もかかわらず，宗派学校への公費援助を施す道を関とうとする動きがみられる。(加

とうした宗派学校援助を積極的氏推し進めようとする動きは，あらゆるレベルKをいてあらゆ

る方法を求めて在されつつあるJ宗派学校が存続するか衰退するかは，本質的Kば私的問題であ

って決して公の問題ではない j といわれるが，それらは，宗祇学佼のアメリカ民主社会K長け

る重要左役割と機能を認識し (58)その存続ひいてはそれが公立学校の教育レベjレを向上させるも

のヮであるとの立場K立って あらゆる子どもあ‘らゆる親'vc対する教育の保障の道を確保するとい

う，いわ3ば教育の問題として考えられようとしている。

政教分難民伴う宗派学校援助の問題は.従来.主K憲法問題zとして連邦司法府Kよって一定の

判断が下され解決されてきた。少左くとも現段階では.新しい宗派学校援助計画あるいはそれを

規定した州の法律が.連邦最高裁Kよって早急K容認されるととを期待する ζ とは難しいといわ

なければ在ら在い。しかしながら，最近のとの問題をめぐる論議の高ま Pもじくはその勢いから

して，宗派学校K対する公費援助の問題は，今後さらK教育の問題の中での議論を経ながら，近

い将来新しい段階を迎えるとと K在るかも知れない。いずれ托せよ.宗派学校援助氏隠する今後

の連邦最高裁の判決の動向を引き続き注目したい。
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注

(1) 山田卓生 f 信教の自由一最近のアメワカ~:t.，.ける展開 J (東京大学社会科学研究所「基本的

人権 5 各論 HJ第 11章)， 東京大学出版会 1971， p.4 3 

f彦正第 1条の解釈Kついては同署P47"-'p 54 ~まとめられている。 左な. r教会と国

家との分離 Jは.アメリカの歴史vc:t""いて未だかつて一度も経験したととがないゆえ托.誤

った表現であ 9. むしる「宗教的契約と政治的契約の分離 Jであると主張する人もいるo フ

烹ンクリン.，H.リッテノレ(柳生 望，山形正男訳)rアメリカ宗教の歴史的展開 J. ヨルダ

ン社1.974， p.21'"'-'22 

(2) 宗派学校援助と並んで宗教教育上の主要左問題九公立学校児台ける宗派的宗教教授の問

題がある。宗派学校援助の問題が生じてくる過程の叙述Kついては.上麗貞雄「アメリカ教

育行政の研究ーその中央集権化の傾向 J.東海大学出版会. 1 9，7 l • P P. 1 9 8 '""-' 2 0 3 参

照るな主ヘ ζ とでいう「宗派学校 jは，主としてE“par0 c h i a 1 s c h.o 0 1 "であ 9.一

般Kは「教区学校 jと訳されているものである。アメリカの初等・中等学校は.大別して

“p u b 1 i c s c ho 0 1 "と“nonpubliゃ c school"とK分けられ，後者はさらVC.“p-

arochical school"と“pr i v a t e s ch 00 1 "と K分類される0，また. “pr i v-

ate school"VCは s，ectarianとnonseciarian‘があり，それゆえ， “non-

pu.blic schoQI"は“ se.c t a r i an s c h 00 1 ."と“n0 n se c t a r i a n s c h 0 a-

J "と K大別するとともできるo 本稿では，広川意味K長ける“ sectarian school" 

を扱っているのでr宗派学校 jを用いるとと忙した。

(3) 宮沢俊義縞「世界憲法集 Jc第 2版人岩波文鹿. 1976. P.5 5 

(4) 1 925年のギトロウ事件(G i t L 0 W v. Ne w Y Q r k>> 2 6 8 U.S. 6 5 2 )での傍論以来，

修正第 14条を介して修正第1-10条が州の立法権をも拘束するものというとと托走った。そ

して 1940年のカントウェル事件 cCantwell v.Connecticut. 310 U.S.296J 

以来， ζれが信教の自也氏及ぼされた.0 .山田卓生前掲書. P.39 

(5) との「児童利益論 jの認識のはじま bは. カト')"ク教会学校への連邦援助を扱った 1908

年の連邦最高裁判決 (ReubenQui ck .BeaF v. Leupp， 21Q U.S.59) vcみられ

るo George Z.F. Bereday a.nd Joseph‘ A.Lauwerys. Churcband 

S t a t e i n Ed u c a t i on (The Wo r 1 d. Ye a r . Bo 0 k 0 J E d u c a t i 0 n 19 6 6). 

Evans Brothe~s Limited ~151 

(6) ζ の「児童利益論 Jvc該当する判決文Kついては，上原貞雄，前掲書>> P.207参照

(η E.Edmund Reutter. Schools and Law， Oceana Publications. 

1 n c .• 1 9 7 0， P. 1 0 0 

(8) lbid." p~97. R.R. Ham.i 1 ton and P.R. Mort. The Law and Publ i，c 

Education. The Foundation Press. Inc叶 1959. P.50 
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(9) 上原貞雄，前掲書. PP.209-210 

締 C.He rrnan P τitchett， The Arnerican Constitutional System. 

McGraw-Hi 11 Book Cornpany， 1976. P.94 

帥 上 原 貞 雄 ， 前掲翠 PP.2 09-2 10 

自~ E. Edrnund Reutter. oP.cit.， P.99 

(l~ Ibid.， P.99 

紳 RRHarni1 t on an d P.R. Mo r 仁 op. c i t .. P.50 

帥上原貞雄.前掲主主 P.210 

締 中島直忠「米国教育法の歴史的特質 J( i国民の学習権と教育自治 j 日本教育法学会年報

第 3号 各国教育法の比較研究その 1).有斐閣 1 9，7 4 . P. 1 8 7 

制 例えば. ワシントン州最高裁判所は 1949年.宗派学校児童への公費Kよる通学輪送経費

の支給氏関する問題を扱iへそれは合衆国憲法修正第 1条托は違反するものではないれ“い

か在る公金や財産も宗教樹立を支持するためKは支出されてはまらない"と規定する州法托

違反するとして.向措置の違憲判決を下している。

(Visser， et ux. v. Nooksack Vally School DistJ R.R. Hami)-

ton and P.R Mort. op. ci t， PP.28-29 

{I$ E. Edmund Re u t t e r. op. c i t吋 PP.9 9-100 

(l~ Edd Doerr， Imprications of Supreme Court Decisions for 

Pablic Aid to Parochial S~hools(KeTI Alexander and、K.F.

J ordan. Cons t i tu t i ona 1 Re form of Schoo 1 Fi nance， chapte r 

8). D.C. Heath and Cornpany， 1973， P.194 

O1 The Fleischrnann Report on the Quality， Cost and Finan~ 

cing of Elementary and Secondary Ed'ucatiun， volume 1. 

Appendix 5B， The Viking Press， Inc.， 1972， P.456 

~>> E. Edmund Reut ter， op . ci 1.， P.IOl 

紛 Ibid.，P.I0l 

制 Ed d Do e r r， 0 p. c i t.. P. 1 9 4 

帥 1b i d.， P.l 94 

的 Patrick S. Duffy， The First Amendment is not for saJe 

(Phi Delta Kappan. september， 1971)， P.55 

紛 Ibid.，P.55 

紡 1b I' ι. PP.55-56 

帥-Ib i d.， P. 56 

的 Ibid..P砂 56
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同 Ibid.，P.56， Edd Doerr， op. ci t.， P. 195 

C3!) Patrick S. Duffv. Op. cit.. PP.56-57 

(3ZJ 1 b i d .， P. 5 7 

(33) Edd DOerT，Op. ci t.， PP.193-194 

B必 1b j d.， P.l 96 

印 との法律は. f世俗的教育サービス法 jCSeculaτEd u c a t i 0 n S e r v i ce s Ac t. 

197いと呼二ばれ 1970年制定された Mandated Services Actで.年 2，800

万ドノレを非公立学伎の試験や査察左どのためK利用できると Lたが，さらR. との法律Rよっ

て世俗的教育活動を施す非公立学校R3， 300万ドノレの追加が規定された。

The Fleischrnann Repo τt， 0 p. c i t.. P. 3 8' 8 

(3.1田 Edd Do e r r， 0 p. c i t . i P. 1 9 7 

自由 1 b j d _. P: 1 97 

自由 とのワォルマン事件では審理され左かったが 1967年の同州の法律.す在わち宗派学校K対

する特別在教青サーピス〔児童の通学.給食，保健.医痕等氏関する補助的サービス)供与を

規定ι免法ゎ律を， オハイオ州最高裁判所は 1971年 11月 24日K 全員一致で合憲とした。

そ ζ では， レモン判決で提示された 3つの考査基準 Ctests')を通用 L，修正第 1条の「国教

樹立禁止 J条項K も違反し在いとの判断を下してW る。 CProtestants ~nd Other 

Americans United for. Separation of Church and State， et 

a 1. VωEssex. et aIり 1971) Th e F 1 e j s c hma n n Re p 0 r t. 0 p~ c i t... 

P4 57 

(39) E d d Do e r r， 0 p. c i t吋 P.198

側 ペンシノレパエア州K卦ける数学近代外国語 自然科学及び体育の¢つの課程での教員給与，

教科署.教材氏関する実際的費用や ロード・アイランド州!V-c:.:)2，-"ける世裕的教科の初等学校

教員給与のととを指 Lている。

位1) Edd Doerr. op. ci t" P.198 

{4~ 1 b i d.1 PP. 1 98-1 99 

(43) 1 b i dぜ. P.l 99 

(44) 1 b i d " P. 1 9 9 

(45l 1 b;I d .， P. 2 0 'u 

附 左台， オハイオ州の場合と向様左見解を示した判例として. ペンシノレパニア州フィラデルフイ

アの連邦地裁が 1972年 4月 6日比，同州の法律“ Parent Reimbursement 

Act for Non-public Education"の違憲判決を下した事件 CLe ernan v. 

Sloan)がある。そとでは，最後Rfたとえ，同法は宗派学校を援助してい在いと判断し

たとしても，われわれは，まだ同法が宗教を提助するものであると結論づけなければ左ら左
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¥.r.o 左ぜ左ら.同法は，諜を撲助し後らの子どもに宗教教育を施しているからでるる。jと述

べているo Edd Doerτ.op. cit.， P.200 

低骨 The COn1I11ittee for Public Education and Religious Liber-

tyで， とれは 32の宗教，教育及び市民団体の連合から成っているG

(48) ニューヨーク州では，非公立学校のうち宗派学校児通う児童は.約 95%VL達している。

(49) Edd Doerr， op. cit.. P.201 

50) 1 b i d.， P.2 0 1 

(5]) 1 b i d.， P. 1 8 7 

aJ2) J 0 h n C. Ho g a n. Th e S c h 0 0 1 s. t h e C 0 u r t s I a n d t h e P u b 1 i c 

Interest， D.C. Heath and Company. 1974， PP.5-6 

西みに，広ぐ教育全体花関する州及び連邦裁判所K係属した事件の数の推移をみると次のよ

う托在る。

期間 〔年) 全体〔件)

1789 へ~ 1896 3，096 

1897 ~ 1906 2，304 

1907 ~ 1916 3，060 

1916 へ~ 1926 4，464 

1926 へ~ 1936 6，324 

1936 "-" 1946 5，544 

1946 ~ 1956 7，203 

1956 r-...... 1966 4，420 

1967 へ~ 197 1 3，510 

合計 39，925 

側上原貞雄，前掲害.， PP.221-222 

倒山田卓生，前掲書， P.74 

Qi5) Edd Doerr， op.cit.， P.202 

州裁判所 連邦載判所

3，046 50 

2，289 1 5 

3，038 22 

4，420 44 

6，257 67 

5，456 88 

7，091 112 

3，69 1 729 

2，237 1.273 

37， 125 2，800 

(56) Th e E d u c a s i 0 n D i g e s t， F e b r u a r y 1 9 7 3， P P. 6 7 -6 8 

Th e F I e i s c hma n n R e p 0 r t ， 0 p. c i t .， P. 4 5 9 

在公，高等教育分野氏なけるとの種の事件としては 1971年の連邦最高裁民をけるテイル

トン事件 (Tilton v. Richardson， 403 U.S. 672)があるo そ ζ では，教会と

関係したカ V ッジの建設費 (building costs)のための公費援助は憲法違反では左い

との判決が下されている。

的例 えば 1970年 3月VLニク Yン大統領の任命氏基づいて設置された. r学校財政氏関する
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大統領審議会 Jc P r e s i d e n e s Co TmI1 i s s i 0 n 0 n S c h 0 0 1 F i n a n c e )の答申

( 1972年 3月)があるO

{時アレン判決民会いても，とれKついては述べられていた。す在わち. r最後(r[，われわれが

述べてきたととは，いずれも由民生活托卦ける教会と関係した初等・中等学校の役割を無視

するものであるというよう Kは解釈されるものでは左い。そうした学校の役割は， とれまで

も大きかったしまた現在でも大きい。さら(r[.われわれは.経費の上昇や貧窮の広7i!!Jとい

う時期(r[$'" ¥ハて，それらの経済的状況を無視しているものでもない jとo

The Flei schmann Report， Op. ci t _， P.446 
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